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【解説２】有効幅員以外の規定の適用 

２－10－１の規定により歩道の有効幅員を縮小する場合においても、高さ、勾配などの歩

道構造は、本マニュアルの規定に合致するものでなければならない。 

 

 

２－10－３ 歩車道非分離型の道路整備を行う場合の配慮事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説１】自動車交通の抑制手法 

歩車道非分離型の道路とは、縁石、柵等の工作物により歩道と車道を分離しない（歩道を

設置しない）道路である。このような道路では、歩行者が車両と同一空間（同一平面）を通

行するため、歩行者の安全性を優先的に確保することが重要である。 

自動車交通を抑制し、歩行者の安全性を確保するための主な手法を表２－１０－１、表２

－１０－２に示す。 

１．自動車交通の抑制【解説１】により、歩行者等の十分な安全性を確保するた

めには、ハンプ、狭さく、屈曲部の設置など道路構造による対応とあわ

せて、交通規制等を行なう公安委員会との十分な連携が必要である。 
２．歩行者が通行する空間は、本マニュアルにおいて規定する歩道が満たす

べき構造要件に可能な限り準拠したものとすることが重要である。特に

下記の点に留意すること。【解説２】 
   ①歩行者の通行空間の横断勾配 
   ②歩行者の通行空間の有効幅員 
   ③舗装の構造 
   ④沿道施設との連結 
   ⑤視覚障がい者誘導用ブロックの設置 
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表２－１０－１ ハード的手法（物理的デバイス）の種類と用途 
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表２－１０－２ ソフト的手法（交通規制等）の種類と用途 

 

 

【解説２】歩行者通行空間の満たすべき構造要件 

歩車道非分離型の道路では、歩行者は車道を通行することになるが、その場合でも歩行者

が通行する空間（路側等）は、本マニュアルにおいて歩道が満たすべきとした構造要件に可

能な限り準拠したものでなければならない。特に下記の点に留意すること。 

１）歩行者の通行空間の横断勾配 

歩行者の通行空間の横断勾配は１％以下とする。ただし、地形の状況等その他の特別の理

由によりやむを得ない場合においては、２％以下とすることができる。 

 

２）歩行者の通行空間の有効幅員 

歩車道非分離型の道路では、歩行者と車両が同一空間（同一平面）を通行することになる

が、高齢者や障がい者等が円滑に通行できるよう、上記のような横断勾配を確保した通行空

間（路肩等）を最低 1.0ｍ確保する。さらに、バリアフリー化の観点から、可能な限り 1.5

ｍの有効幅員を確保することが望ましい。 

 

３）舗装の構造 

舗装の構造は、歩道と同様、雨水を路面下に円滑に浸透させることができるものを標準と

する。 

また、経年変化による舗装材の凹凸が生じないものを採用するなどの配慮も必要である。 
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４）沿道施設との連結 

特に生活関連施設等の出入り口については、側溝の種類を検討する等により、段差解消の

工夫をすることが必要である。 

 

５）視覚障がい者誘導用ブロックの設置 

歩車道非分離型の道路において視覚障がい者誘導用ブロックを設置する場合には、以下の

ような点に留意することが必要である。 

① 歩車道非分離構型の道路は、やむを得ない場合の経過措置として道路移動等円滑化基

準に設けられた考え方であり、移動等円滑化の手法としては、あくまで歩道を設置し

歩道上に視覚障がい者誘導用ブロックを設置することが原則である。 

② 少しでも安全な歩行者空間の確保を図るべく、歩行者の通行空間の明確化を図るなど

により、歩行者と車両の錯綜を防ぐための構造とする。 

③ 視覚障がい者が誤って道路の中心部へ出てしまうことがないよう、視覚障がい者誘導

用ブロックの導線上に植樹帯、ボラード等の工作物を設置しない。 

 


